
1

水
産
庁
施
策
情
報
誌
漁
政
の
窓

水産庁施策情報誌漁 政 の 窓
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1合同庁舎1号館　代表　03-3502-8111（内線6505）URL http://www.jfa.maff.go.jp/

2017.4
vol.142

通巻559号

C O N T E N T S

漁港・漁村の風景
（写真提供：（公社）全国漁港漁場協会）

新たな「漁港漁場整備長期計画」について .......................................................................... 2

漁港漁場整備部計画課

日本漁船保険組合の設立について .......................................................................................... 5

漁政部漁業保険管理官

「漁政の窓」のアンケ－ト結果について ................................................................................ 7

漁政部 漁政課

平成29年3月分のプレスリリース ....................................................................................... 8



2

水
産
庁
施
策
情
報
誌
漁
政
の
窓

新たな「漁港漁場整備長期計画」について
漁港漁場整備部計画課

　平成29年3月28日に、新たな漁港漁場整備長期計画（平成29年度～平成33年度）が閣議決定さ
れましたので、その概要をご紹介します。
この長期計画は、我が国水産業の基盤整備における課題に的確に対応する観点から、5年ごとに漁港漁場
整備事業の実施の目標及び事業量を定めるものです。
　
1．策定にあたっての基本的な考え方
○ 　世界的な水産物需要の増加、地球温暖化に伴う気候変動、自然災害の激甚化、本格的な人口減少社会
の到来など現下の水産業をとりまく情勢に的確に対応するため、重点的に取り組むべき課題を明確化
○ 　水産基本計画との連携の下、水産物の輸出促進や国土強靱化、まち・ひと・しごとの創生など新た
な政府課題への対応との歩調をあわせ、漁港・漁場・漁村の総合的な整備を推進
○ 　国民にわかりやすい成果目標・整備目標と事業量を設定しつつ、漁港漁場施設の管理の高度化など
の新たな手法を取り入れ、事業の効率性や実効性を確保

2．概要 
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3．重点課題毎の成果目標と事業量
（1）水産業の競争力強化と輸出促進

（2）豊かな生態系の創造と海域の生産力向上
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（3）大規模自然災害に備えた対応力強化

（4）漁港ストックの最大限の活用と漁村のにぎわいの創出

　なお、上記重点課題の実施に当たっては、様々な環境の変化を把握し効果的に対策に反映するため、
ICTを活用した漁港施設や漁場の管理の高度化を推進。

4．その他
　新たな「漁港漁場整備長期計画」に関する詳細な内容は、水産庁ホームページにてご覧いただけます。
（http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_hourei/index.html）



2 0 1 7 . 4   v o l . 1 4 2

5

水
産
庁
施
策
情
報
誌
漁
政
の
窓

日本漁船保険組合の設立について
漁政部漁業保険管理官

1．漁船損害等補償制度の改正について
　漁船損害等補償制度は、昭和12年の制度発足以来、漁業を行う際の最も重要な生産手段である漁船に
ついて、災害や不慮の事故等により生じた損害等を保険の仕組みにより塡補するものとして、漁業経営
の安定に大きく貢献し、我が国水産業の発展に寄与してきました。
  昨今、漁業就業者の減少・高齢化の進行、漁船所有者の経営環境の悪化、養殖業における配合飼料価格
の高騰等、我が国漁業を取り巻く環境は厳しいものとなっている中で、自然環境に左右されやすい漁業
の再生産を確保し、漁業経営の安定を図ることがますます重要となっています。このことから、漁船損
害等補償制度等の改善を図り、今後とも漁業経営の安定に資する役割を着実に果たしていくことができ
るよう、昨年（2016年）の通常国会において「漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等
補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第39号）が可決・成立し、こ
の4月1日から施行されました。漁船損害等補償制度の主要な改正内容は、①保険の財政的基盤の強化、
②保険の塡補範囲の拡大です。

  ①の背景には、漁業就業者の減少・高齢化
に伴う保険加入漁船数の減少、高船齢化によ
る保険引受価額の低下等によって、漁船保険
事業等を行う漁船保険組合の多くは、引受保
険金額が減少し、事業基盤が年々弱体化して
いくという長期的な課題がありました。また、
先の東日本大震災発生時には、巨額の保険金
支払いが発生したことにより、被災が大き
かった地域の漁船保険組合において自らの準
備金のみでは支払保険金の財源が不足する状
況が生じたところです。今後、南海トラフ地
震等の大規模災害が起こった場合には、同様
の状況が生じることが危惧され、保険の財政
的基盤の強化が急務となっていました。この
ため、漁船保険組合の区域制限を廃止すると
ともに、漁船保険組合の設立認可に係る要件
に財政的基盤に係るものを追加することで、
全国を区域とする強固な財政基盤を持った漁
船保険組合の設立を可能としました。これにより、保険の財政的基盤の弱体化という長期的な課題に対
応するとともに、大規模災害発生時においても、保険金の確実な支払いを図ることを可能としました。
  ②の背景には、近年、ロシア国境警備隊による銃撃事件や、ミクロネシアやブラジルにおいて拿捕事件
等が発生しているものの、従来の制度では、戦争、変乱、襲撃、捕獲、拿捕や抑留（戦乱等）を原因に



6

水
産
庁
施
策
情
報
誌
漁
政
の
窓

事故が生じた場合、船体に対する損害しかカバーできておらず、損害の塡補が十分にできないというこ
とがありました。また、戦乱等を原因とする場合も含めた船主責任を塡補する保険へ加入しない限り、自
国への入港を認めない国際条約の締結国も存在していました。今般の制度の改正においては、保険の塡
補対象を拡大し、戦乱等を原因とする油濁損害（油の流出・排出による水面の汚濁等）、給与損害（抑留
中の乗組員の給与支払い）、人命損害（乗組員の死亡、行方不明、障害等）、漁獲物等の積荷に係る損害
等も塡補可能とすることで、変化する国際情勢や国際条約に適合しながら、漁業者の経営安定を図るこ
ととしました。
  
2．日本漁船保険組合の設立について
　1．の制度改正を踏まえ、全国に45ある県単位等の漁船保険組合と、
全国団体である漁船保険中央会が統合一元化し、より強固な事業基盤を有
する組合として「日本漁船保険組合」が本年4月1日に設立されました。
この「日本漁船保険組合」は、漁船保険事業等を行い、漁船につき不慮の
事故による損害の復旧を容易にするとともに、漁船の運航に伴う費用の負
担や賠償責任の発生により漁業経営が困難となることを防止し、漁船に積
載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補塡すること等に取り組ん
でいます。新組合は、本所と49支所1事業所、組合員総数11万9千人、
漁船保険の引受隻数170,465隻、役職員数459人（組合員総数及び引
受隻数は平成27年度末現在）で幕を開ける
こととなりました。今後は、強固な事業基盤
による安定的な運営や、漁業者への更なる
サービスの向上等が期待されています。

　日本の漁業を取り巻く環境は厳しいものと
なっていますが、水産庁では、水産物の安定
供給の確保と水産業の健全な発展に向け、
様々な施策を行っています。その一環として、
将来にわたって安定的かつ適切に漁船損害等
補償制度が施行され、漁業経営の安定が保障
されていくことは極めて重要です。今後とも、
漁業者の大切な財産である漁船や漁業経営を
保険で支える漁船損害等補償制度の一層の発
展に向け、取り組んで参ります。
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「漁政の窓」アンケート結果

読者アンケートに御協力ありがとうございました

　2016年4月に刊行した「漁政の窓」130号から毎月アンケート
をお願いしたところ、延べ379人の方々から回答をいただきました。
御協力ありがとうございました。いただいた御意見は今後の誌面づく
りに生かしていきます。以下に結果をご報告します。
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本冊子は水産庁ホームページでも掲載しています。 URL http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/pr/mado/index.html 漁政の窓 検　索

発表年月日 発表事項名 担当課

H29.3.2 太平洋クロマグロ小型魚の漁獲に係る定置網の共同管理ブロックへの警報の発出について 漁業調整課

H29.3.2 太平洋クロマグロ小型魚の漁獲に係る九州西部ブロックへの特別警報の発出について 管理課

H29.3.6 太平洋クロマグロ小型魚の漁獲に係る定置網の共同管理ブロックへの特別警報の発出について 漁業調整課

H29.3.6 太平洋クロマグロ小型魚の漁獲に係る九州西部ブロックへの操業自粛要請の発出について 管理課

H29.3.8 「浜の活力再生プラン全国推進会議」（第1回）の開催及び一般傍聴について 防災漁村課

H29.3.8 「水産政策審議会 第40回 漁港漁場整備分科会」の開催及び一般傍聴について 計画課

H29.3.9 太平洋クロマグロ小型魚の漁獲に係る定置網の共同管理ブロックへの操業自粛要請の発出について 漁業調整課

H29.3.10 太平洋クロマグロの資源管理の遵守・徹底に関する全国調査結果について 管理課

H29.3.17 「日ロさけ・ます漁業交渉」の開催について 国際課

H29.3.17 信用事業再編強化法に基づき資本増強を行った宮城県漁協の信用事業強化計画等の履行状況について 水産経営課

H29.3.21 海洋生物レッドリストの公表について 漁場資源課

H29.3.22
「海岸保全施設における水門・陸閘等の維持管理マニュアル策定検討委員会」（第2回）の開催及び一
般傍聴について

防災漁村課

H29.3.22
「小型船舶安全対策検討委員会」及び「ライフジャケットの着用推進等に関する会議」の第3回合同
会議の開催について

企画課

H29.3.27 「日ロさけ・ます漁業交渉」（日本200海里水域分）の結果について 国際課

H29.3.28 新たな漁港漁場整備長期計画について 計画課

H29.3.29
「水産政策審議会 第70回 企画部会」及び「水産政策審議会 第82回 資源管理分科会」の開催及び
一般傍聴について

漁政課

H29.3.30
「29年漁期 TAC（漁獲可能量）設定に関する意見交換会（さんま、まさば及びごまさば並びにずわ
いがに）」の開催について

管理課

H29.3.31 「平成28年度新南極海鯨類科学調査」の終了について 国際課

H29.3.31 平成28年における国内のクロマグロ養殖実績について（速報値）
栽培養殖課
漁業調整課

編集後記　 窓辺のカーテン

　霞が関周辺の木々の新緑が鮮やかになり、心地良い季節となってきました。
　今月号は、新年度第1号として新たな漁港漁場整備長期計画と新たに誕生した日本漁船保険組合につ
いての記事を記載しました。
　広報班も新規採用者を迎え4月から新たな体制で業務に取り組むことになりました。
　「漁政の窓」をはじめ、これかも皆様に水産庁施策についてわかりやすくお伝えできるよう努めてい
きますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
　ご意見やご質問がありましたら、以下にお願いいたします。

ご意見　ご質問はこちらへ　 　URL http://www.maff.go.jp/j/apply/recp/index.html

水産庁施策情報誌 漁政の窓

編集・発行　水産庁漁政部漁政課広報班
〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1　合同庁舎1号館8階
代表　03-3502-8111（内線6505）
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